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��月の特ఆ健診は
͢·͠ࢪશ༧制Ͱ࣮

対象者・ྉ金

・４０歳以上で国民健康保険加入者 １，０００円

・後期高齢者医療保険加入者 ５００円

※今年度、既に特定健診を受診された方は対象外となります。

։࠵時ؒ １３時から１５時までの３０分間隔で予約を受け付けます。

࣋ ͪ  保険証・料金・尿容器・受診券・質問票

※尿容器、受診券、質問票については５月に対象者へ送付済です。

ͦ の ଞ 大腸がん検診、肺がん検診も同時に実施しております。

（この２つの検診は予約不要ですが、問診票が無い方は申込みが必要です。）

新しい保険証はクリーム色で９月中旬に郵便でお届けします。

有効期限の過ぎた古い保険証（ウグイス色）は細かく裁断し、

破棄してください（１０月１日からは使用できません。）

上記のいずれかに該当する場合は届出が必要になりますので、

国保年金係（窓口③）で手続きをしてください。

※国民健康保険税が未納の世帯の方は、保険証を税務課の窓口

で更新していただく場合があります。

今度の保険証はクリーム色です

��月�͔Β
͢·มΘΓ͕ূݥ保߁民健ࠃ

߹ͤઌ

市民保健課国保年金係（窓口③） 緯鰻３９２２

高血圧や糖尿病などの生活習慣病は、自覚症状がないまま進行し、心臓

病などの深刻な病気を引き起こします。そうなると、通院、入院などによ

る医療費の支出が増えるばかりではなく、仕事を退職せざるを得なかった

場合、家計に大きく影響するおそれがあります。

また、特定健診を受ける人が少ないと、国からのペナルティとして後期

高齢者医療制度への支援金をより多く負担しなければならなくなり、結果

として国民健康保険税が上がってしまう、ということにもつながります。

特定健診を毎年受診することにより、健康管理の重要な情報が得られる

とともに、生活習慣病の発症や重症化を予防できれば、家庭の医療費の支

出が抑えられるだけでなく、国保が負担する医療費も削減できます。

これまで特定健診を受けたことがある人はもちろん、これまで一度も受

けたことがない人も、毎年特定健診を受けて健康生活を目指しませんか。

ຖ受けΑ͏特ఆ健診ʂʂ

煙他の健康保険証と重複している人はいませんか

煙加入者に漏れはありませんか

煙転居・転出など住所を異動した人はいませんか

煙学生用の保険証が交付されている世帯の方で、卒

業もしくは現在、在学中でない方はいませんか

会 場日にち

市 民 文 化 会 館10月15日(水)

市 民 文 化 会 館10月16日(木)

道の駅 開国下田みなと10月17日(金)

道の駅 開国下田みなと10月18日(土)

保険証が届いたら、次のことを確認してください

申込・߹ͤઌ 市民保健課健康づくり係（窓口⑤） 緯鰻２２１７

健 診
保険者からの案内を受けて、

健康診断を受けます。

健診結果と同時に、一人

ひとりにあった情報が提

供されます。

健診結果を
受け取る

健診結果により、メタボのリスクが高い

と判定された方には保健指導の案内が

届きます。リスクに応じて、専門家か

ら個別の指導などを受けます。

保健指導

保健指導が終わっても健康づ

くりを続けていきましょう。

特ఆ健診ɾ特ఆ保健指導のྲྀΕ

予約申込は

9月24日 （水）
 からਃਃਃは͓ࡁͰ͔͢ʁਃਃਃは͓ࡁͰ͔͢ʁਃは͓ࡁͰ͔͢ʁ
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߹ͤઌ　福祉事務所社会福祉係（窓口⑥）　緯 鰻２２１６
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　対象者の方に緑色の封筒で申請書等を送付して

おりますので、ご確認をお願いします。

　申請期限内に申請をされないと給付金を受け取

ることができませんのでご注意ください。

○市区町村や厚生労働省などがＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現金

自動支払機）の操作をお願いすることは、絶対にありません。

○市区町村や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金」、「子育て世帯

臨時特例給付金」の支給のために、手数料などの振込を求めるこ

とは絶対にありません。

ʙෆ৹なిがありましたΒࣄࢱ所まで͝࿈བྷくͩさいʙ

臨 時  ࢱ 給 付 金
子育て世臨時特例給付金

　窓口へ提出する場合
　市役所２階　第３委員会室へご提出ください。

　郵送で提出する場合
　申請書に同封されている返信用封筒で切手を

貼らずに郵送してください。

※返信用封筒の有効期限が平成２６年６月３０日と

なっておりますが、切手を貼らずにご使用い

ただけます。

平成26年10月1日 （水）
※郵送申請の場合、当日ফҹ有効

申請期限は��月�日	水


臨時ࢱ給付金

住民税の非課税者

１人につき１万円

※課税者の扶養親族や、 生活保護者等は除く

対象者

金や児童扶養手当等の受給者は�万�ઍ円

子育て世帯
臨時特例給付金

児童手当の受給者

子ども１人につき１万円

※児童手当の所得制限限度額以上の方や生活保護受給者等は除く

対象者
１月分の

申請方法

申請期限


